
（平成２４年１１月２１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

国民年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件



和歌山国民年金 事案 874    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37年４月から 38年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年４月から38年３月まで 

② 昭和40年４月から42年３月まで 

年金事務所からの回答によると、申立期間①及び②の国民年金保険料が未

納とされている。 

しかし、私は、国民年金制度が発足した頃、私たち夫婦の国民年金の加入

手続を行い、以降、申立期間①及び②の国民年金保険料を含め、夫婦二人分

の保険料を集金人に納付していた。申立期間①については、検認印が押され

た国民年金手帳を保管しているので、申立期間①及び②について、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①は 12 か月と短期間であり、オンライン記録を見ると、前後の

期間の国民年金保険料は納付済みであるほか、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 36 年４月頃に払い出されており、当該期間の保険料を現年度納

付することが可能である。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 37 年度国民年金印紙検認記

録欄を見ると、年度の記載が複数回訂正されている上、当該検認記録欄の

10 月から３月までの検認印の日付が昭和 37 年４月 17 日となっているもの

の、Ａ市の国民年金被保険者名簿を見ると、当該検認日に係る国民年金保険

料の納付記録が見当たらないことなどから判断すると、申立期間①当時、行

政側の記録管理が適正に行われていなかったことがうかがえる。 

２ 申立期間②について、申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄を

見ると、申立期間②の国民年金保険料が納付されたことを示す検認印は見当

たらない。 

また、申立人は、国民年金制度が発足した頃、申立人が申立人夫婦の国民

年金の加入手続を行い、申立期間②の国民年金保険料を含め、夫婦二人分の

保険料を定期的に納付していた旨供述しているものの、ⅰ）オンライン記録



及び申立人の夫に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間②の

うち昭和40年４月から41年３月までの保険料が未納となっていること、ⅱ）

申立人の夫が所持する国民年金手帳を見ると、40年２月 27日付けで発行さ

れている上、申立人の夫の国民年金手帳記号番号前後の被保険者に係る保険

料の検認日の状況から判断すると、申立人の夫に係る国民年金の加入手続は

同年２月頃に行われたものと推認できること、ⅲ）申立人の夫に係る上記の

国民年金被保険者名簿を見ると、昭和 41 年度の保険料が過年度納付されて

いることなど、供述内容に符合しない複数の周辺事情が存在する。 

さらに、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間②の保険料の納

付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められる。 



和歌山国民年金 事案 872      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 11 月から 52 年 10 月までの期間、60 年２月から同年６

月までの期間及び 62 年 10月から 63年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年11月から52年10月まで 

② 昭和60年２月から同年６月まで 

③ 昭和62年10月から63年３月まで 

年金事務所からの回答によると、申立期間①から③までの国民年金保険料

が未納とされている。  

しかし、私は、昭和 47年 11月に結婚したが、この頃、夫がＡ市役所で、

私の国民年金の加入手続を行い、申立期間①について、夫が私たち夫婦と義

母の３人分の国民年金保険料を毎月集金人に納付していた。その後、私たち

夫婦は、Ｂ市に引っ越したが、申立期間②及び③を含め、夫が私たち夫婦二

人分の保険料を毎月集金人に納付していたように記憶している。 

以上のことから、申立期間①から③までについて、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国

民年金手帳記号番号は、Ｂ市において昭和 53年８月 31日に夫と共に払い出

されており、申立人の記号番号前後の任意加入被保険者に係る資格取得日の

状況から判断すると、申立人の国民年金の加入手続は同年８月頃に行われた

ものと推認できるところ、この時点では、第３回特例納付の実施期間中であ

ることから、過年度納付及び特例納付を利用して、申立期間①の国民年金保

険料を納付することは可能であるものの、申立人から夫が遡って保険料を納

付したことをうかがわせる供述は得られない上、上記の払出日以前に、申立

人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 



２ 申立期間②及び③について、オンライン記録を見ると、申立期間②及び③

に挟まれた期間のうち、申立人及びその夫の昭和 61 年４月から同年６月ま

での期間及び 62 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料が未納と

なっているところ、ⅰ）過年度保険料の領収済通知書を見ると、申立人及び

その夫の 60年７月から 61年３月までの期間、同年７月から 62 年３月まで

の期間及び同年７月から同年９月までの期間の保険料が過年度納付されて

いること、ⅱ）申立人及びその夫のＢ市の国民年金被保険者に係る調査カー

ドを見ると、62年３月３日及び同年９月 22日に納付勧奨のため戸別訪問が

行われていること、ⅲ）オンライン記録を見ると、申立人及びその夫につい

て、「62トクソクタイシヨウシヤ」と記録されていること、ⅳ）オンライン

記録を見ると、申立人及びその夫について、平成２年 11 月９日付けで過年

度保険料の納付書が作成されていることなど、申立人及びその夫の保険料が

納期限より遅れて納付されている状況が散見できる。このことを踏まえると、

当時、申立人及びその夫は、保険料の納付遅れにより催告を受けて納付して

いたものと考えられる。 

３ 申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間①から③までの国民年金保険

料の納付に関与しておらず、これらを行ったとされる申立人の夫は既に死亡

していることから、当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況につい

て供述を得ることができない。 

また、申立期間は３期間で合わせて 71 か月と長期間に及んでいる上、申

立人の夫が申立期間①から③までの国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①から③ま

での保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



和歌山国民年金 事案 873      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生

住 所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

年金事務所からの回答によると、申立期間の国民年金保険料が未納とされ

ている。 

しかし、国民年金制度が発足した頃、妻が私たち夫婦の国民年金の加入手

続を行い、以降、妻が私の申立期間の国民年金保険料を含め、夫婦二人分の

保険料を集金人に納付していたので、申立期間について、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する申立期間当時の国民年金手帳を見ると、昭和 40年２月 27

日付けで発行されており、申立人の国民年金手帳記号番号前後の被保険者に係

る国民年金保険料の検認日の状況から判断すると、申立人の国民年金の加入手

続は同年２月頃に行われたものと推認できるところ、この時点では、申立期間

の一部は時効により保険料を納付することができない期間に該当する上、これ

以前に、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

また、上記の国民年金手帳の印紙検認記録欄を見ても、申立期間の国民年金

保険料が納付されたことを示す検認印は見当たらない。 

さらに、Ａ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間の国民年金保険料

が納付されたことを示す記録は見当たらない上、申立期間直後の昭和 41 年度

の保険料が過年度納付されているが、仮に、当該過年度納付がされなかった場

合、42年度から申立人が 60歳に到達するまでの保険料を納付しても当時の老

齢年金の受給要件（25 年）を満たすことができなかったことを踏まえると、

不足する保険料を含め過年度納付した可能性がうかがえる。 



加えて、申立期間は 60 か月と長期間に及んでいる上、申立人の妻が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



和歌山厚生年金 事案 944（事案 884の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年７月１日から 35年９月 30日まで 

私は、昭和 27年５月から 35年９月末頃まで継続してＡ事業所に勤務して

いたが、同事業所における厚生年金保険被保険者の記録が 27 年５月１日か

ら同年７月１日までの２か月間しか無く、以前、第三者委員会に申し立てた

が、記録が訂正されなかった。 

しかしながら、Ａ事業所では、継続して勤務していたことは事実であり、

第三者委員会の決定には納得できないので、私が記憶している同僚に照会の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ)Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、同事業所の当時の事業主も既に死亡していること

から、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認することができないこと、ⅱ）同事業所において、申立期間に厚生年金保

険被保険者記録が確認でき、かつ、連絡先が判明した複数の同僚から、申立人

の同事業所における勤務期間等の勤務実態及び厚生年金保険料控除について

具体的な供述が得られなかったこと、ⅲ）同事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿によると、申立人が、同事業所で一緒に勤務したと主張する知

人は、昭和 28 年２月５日に初めて厚生年金保険被保険者資格を取得している

上、申立期間において継続した被保険者記録となっていないところ、当該知人

は連絡先不明のため供述が得られないこと、ⅳ）上記の被保険者名簿の申立人

の欄において、訂正等の不自然な記載は見当たらないこと等から、既に当委員

会の年金記録の訂正が必要とまでは言えないとの決定に基づき、平成 24 年３

月７日付けで年金記録の訂正のあっせんは行わないとする通知が行われてい

る。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、「Ａ事業所で、継続して勤務していた



ことは事実であり、第三者委員会の決定には納得できないので、私が記憶して

いる同僚に照会してほしい。」旨主張していることから、申立人が氏名を挙げ

た同僚のうち、前回の申立てに係る調査の際、回答が得られた者以外について

調査を行ったところ、連絡が取れた複数の同僚からは、申立人のＡ事業所にお

ける勤務期間等の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について具体的な供述

が得られなかった。 

また、申立人は、口頭意見陳述において、「隣近所に住んでいた同僚二人と

一緒にＡ事業所へ電車で通勤していたが、不況により二人と同じ時期に退職す

ることになった。」旨主張し、当該同僚からの証言を求めたため再度照会した

ところ、当該同僚二人が供述する自身の退職の時期及び退職の理由は、それぞ

れ異なっており、申立人の主張とは相違している。 

このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 945  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 を事

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和24年頃から25年頃まで 

② 昭和25年頃から26年頃まで 

③ 昭和26年頃から33年頃まで 

④ 昭和35年頃から39年頃まで 

申立期間①については、私は、Ａ社（後に、Ｂ社となり、現在は、Ｃ社）

のＤ施設構内でＥ社の仕事をＦ職として行った。厚生年金保険は、Ｅ社で加

入していた。 

申立期間②については、私は、Ｇ地域で、Ｆ職の親方であったＨ氏の下で

建物建設の仕事を行った。この時、Ｇ地域の自治体の職員に、「年金に入っ

ている。」と言われたことを記憶しているので、この自治体で厚生年金保険

に加入していたはずである。 

申立期間③については、私は、複数の県の現場でＨ班の一員としてＩ社の

仕事を行った。厚生年金保険は、同社で加入していた。 

申立期間④については、私は、Ｊ社が施工した建物の建設等の仕事をＫ事

業所のＦ職として行った。厚生年金保険は、Ｊ社で加入していた。 

しかし、年金事務所からの回答によると、上記各事業所における厚生年金

保険被保険者記録が無いとのことなので、申立期間①から④までについて、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間①に厚生年金保険被保険者記録が確認できる 21 人は、全て死亡

又は連絡先が不明であり、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について供述を得ることができない。 

また、Ｅ社の元事業主は、「資料が残っていないため、申立期間①当時の厚

生年金保険の届出及び保険料の控除等の状況については、不明である。」旨供



述しており、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

さらに、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番

号に欠番は見当たらない。 

なお、申立人は、「Ｄ施設構内でＥ社の仕事を行っていた。」旨供述している

ことから、Ｂ社Ｄ施設に照会したところ、同社は、「申立人の在籍、勤務及び

給与支払記録は無い。申立期間①当時、直営社員しか厚生年金保険に加入して

いなかった。また、Ｆ職として社員の雇入れは行っていなかった。」旨回答し

ている。 

このほか、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人が一緒に建物建設の工事に従事した親方の弟の

供述から、勤務期間は特定できないものの、申立人がＧ地域において建物建設

の工事に従事していたことは推認できる。一方、Ｌ市は、「申立期間②当時、

Ｇ地域のこれらの建物を管轄していた自治体は、Ｍ町（現在は、Ｌ市）又はＮ

（現在は、Ｌ市）であったが、資料が無いため、申立期間②当時の両自治体に

おける厚生年金保険の届出及び保険料の控除等の状況については、不明であ

る。」旨回答しており、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、事業所名簿並びにＭ町役場及びＮ役場に係る健康保険被保険者名簿を

見ると、昭和 23年８月１日にＭ町役場が、同年 11月１日にＮ役場が健康保険

の適用事業所になっていることが確認できるものの、当該両自治体が厚生年金

保険の適用事業所であった記録は確認することができない。 

さらに、上記の親方の弟は、申立期間②当時の厚生年金保険の加入状況につ

いて記憶しておらず、「親方であった長兄は、既に死亡している。」旨供述して

いる上、申立人は、親方の弟二人とも一緒に工事に従事した旨供述しているも

のの、オンライン記録において、親方及びその弟二人について、Ｍ町役場又は

Ｎ役場に係る厚生年金保険被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立期間②における前述の親方の弟は、「申立人とは、

Ｇ地域の建物建設の工事に引き続き、昭和 26 年頃からＩ社の仕事をＨ班で一

緒に行った。長兄がＨ班のＯ（班の中の班長の呼称）だった。」旨供述してい

ることから、勤務期間は特定できないものの、申立人がＩ社Ｐ支店（現在は、

Ｉ社Ｑ支社）の現場でＨ班の一員として工事に従事していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｉ社Ｐ支店に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間③に厚生年金保険被保険者記録が確認できる 25 人に照会したところ、回

答が得られた複数の同僚は、「当時、Ｉ社Ｐ支店では、Ｏが集めた労働者で班

を作り、この班が同社の仕事を行うＯ制を採用していた。Ｈ班は、この班の一

つであった。」旨供述しているところ、申立期間③当時の同社同支店の労務事



務担当者は、「Ｉ社Ｐ支店では、Ｏ制を採用していたが、Ｏが班の従業員の給

与を中間搾取することを防ぐため、労務課から班の従業員に直接給与を渡して

いた。班の従業員は厚生年金保険に加入しておらず、私は、班の給与計算も行

っていたが、班の従業員の厚生年金保険料を給与から控除した記憶は無い。」

旨供述している。 

また、申立人がＨ班で一緒に工事に従事したＯの弟二人について、申立期間

③においてＩ社Ｐ支店に係る厚生年金保険被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④について、当時のＪ社の従業員の供述から、期間は特定できない

ものの、申立人が同社の現場でＫ事業所の従業員として工事に従事していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、Ｊ社の元事業主は、「資料が残っていないため、申立期間④

当時の厚生年金保険の届出及び保険料の控除等の状況については、不明であ

る。」旨回答しており、申立人の申立期間④における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、Ｊ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間④

に厚生年金保険被保険者記録が確認できる複数の従業員は、「Ｊ社の下請けで

あったＫ事業所の従業員を、同社で厚生年金保険に加入させることはなかっ

た。」旨供述しており、申立人の申立期間④における厚生年金保険料が給与か

ら控除されていたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

さらに、Ｊ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ても、申立人が

同社の現場で一緒に工事に従事したとする同僚５人の記録は見当たらない上、

申立期間④において、健康保険の整理番号に欠番は見当たらない。 

なお、申立期間④において、Ｋ事業所が厚生年金保険の適用事業所であった

記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間④における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




